
静岡県告示第781号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者と

して次の者を指定したので、同法第21条の５の25の規定に基づき告示する。 

  令和４年11月29日                                       

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

事業者の名称 主たる事務所

の所在地 

事業所の名称 事業所の所在

地 

指定年月日 サービスの

種類 

主たる対象者 

株式会社コミ

ュニティリハ

ビリテーショ

ン 

掛川市秋葉路

４番地の 14 

多機能型事業

所 ウェルス

マイル 

掛川市板沢

864－1 

令 和 ４ 年

11 月１日 

児童発達支

援、居宅訪

問型児童発

達支援、保

育所等訪問

支援 

重症心身障害

児 

合同会社ＫＹ

ＯＵＪＹＯ 

沼津市大岡

3505番地の

63 

ブロッサムジ

ュニア 沼津

教室 

沼津市宮前町

10 番地３ 

令 和 ４ 年

11 月１日 

児童発達支

援、放課後

等デイサー

ビス 

特定なし 

株式会社Ｌｉ

ｆｅ Ｓｍｉ

ｌｅ 

下田市西本郷

一丁目 10番

６－２号 

放課後等デイ

サービス わ

たもこ 

下田市西本郷

一丁目 10番

６－２号 

令 和 ４ 年

11 月１日 

放課後等デ

イサービス 
特定なし 

障害福祉支援

もえぎ株式会

社 

神奈川県横浜

市戸塚区平戸

四丁目 23番

12 号 

伊豆小室山ひ

かり 

伊東市川奈

1261番地 37

号 

令 和 ４ 年

11 月１日 

児童発達支

援、放課後

等デイサー

ビス 

特定なし 

 


